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ミニマムタックス課税 
 

Ｑ：令和 8 年度税制改正により高所得者に対する最低税率が引き上げられますが、どの

ような内容ですか。  

 

Ａ：所得１億円の壁に対応 

１．はじめに 

所得１億円の壁とは、個人所得が年 1 億円を超えると所得税の負担率が下がっていく

逆転現象をいいます。所得税は原則的には所得が増えるほど税率が上がり（総合課税）、

最高税率は 45％（住民税等との合計で約 56％）です。一方、株式や長期所有不動産の譲

渡所得等は他の所得と分離して（分離課税）、所得税率は一律 15％（住民税等との合計で

約 20％）です。 

 

２．ミニマムタックス課税とは 

いわゆる「所得 1 億円の壁」への対応として、ミニマム税率までの所得税を追加課税す

る仕組みです。「原則的な計算による所得税額＜ミニマム税率による所得税額」の場合、

その差額が追加課税となります。 

 

３．ミニマムタックス課税の改正 

（１）改正の概要 

ミニマム税率による追加課税計算において、基準所得金額からの控除額を 1.65 億円（改

正前：3.3 億円）に引き下げ、さらに税率を 30％（改正前：22.5％）に引き上げます。 

 
 

（２）改正による影響額 

総合課税対象の所得（給与所得・不動産所得等）が高い人は影響を受けにくく、所得に

占める分離課税対象の所得（株式等の譲渡所得や配当所得等）の割合が高い人は影響を受

ける場合があります。例えば、総合課税対象の所得が無く、株式等の譲渡所得のみの場合、

所得が 3.37 億円（改正前 10.33 億円）を超えると追加課税となります。 

 
 

４．改正の影響と留意点 

特に事業承継やＭ＆Ａで自社株売却の可能性があるオーナー経営者は、実行時期が改正

前か後かで税負担が大きく変わる場合があり、事前の計画が重要です。 

令和 8年 5月 
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※1.基準所得金額は、確定申告対象の所得（総合課税対象＋分離課税対象）に加

　 え、確定申告不要制度を選択できる上場株式等の譲渡所得・配当所得も対象。

※2.基準所得税額は、復興特別所得税等を含む。

改正後（令和9年～）

改正前（令和8年） （基準所得金額－3.3億円）×22.5％－基準所得税額

（基準所得金額－1.65億円）×30％－基準所得税額

※所得税額は、復興特別所得税等を含む金額です。

基準所得
金額

基準所得税額(原

則的な計算)

所得税額(ﾐﾆﾏﾑﾀｯｸｽ課税を含む ) 改正による
影響額(Ｂ－Ａ)令和8年(Ａ) 令和9年～(Ｂ)

52 百万円 0 百万円

5 億円 77 百万円 77 百万円

3.37 億円 52 百万円 52 百万円

10.33 億円 158 百万円 158

百万円

101 百万円 24 百万円

百万円

404 百万円 140 百万円

263 百万円 104 百万円

15 億円 230 百万円 264

 

税務 お役立ちＱ＆Ａ 


